
0  このほか，地域のニーズに 応じて様々な 機能やサービスを 付加することが 

考えられるが ，このような 機能等としては ，例えば， 
・早朝や夜間において 保育を行 う 機能 
・地域の様々な 子育て支援サービスについて ，情報提供を 行 う 機能 

・虐待予防などの 観点から， 関係機関と連携して 適切な支援を 行 う 機能 

などが考えられる。 

4  対象者と利用形態 

0  総合施設の利用対象者については ， 3 の基本的機能を 踏まえ，就学双の 子 

どもの育ちを 一貫して支える 観点から 0 歳から就学双の 子どもとその 保護者 
とすることを 基本とする。 この場合，例えば ， 0 ～ 2 歳月 は ついては，親子 

登 園や親子の交流の 場の提供などを 通じた親と子の 利用に供しっ つ ，幼児教 

育 ・保育については ，主として 3 ～ 5 歳児を対象とするなど ，地域の実情や 
二 一ズに 柔軟に対応できる 多様な形態も 可能とすることが 適当であ る。 

0  利用対象者としては ， 

ア 3 ～ 5 歳月 は ついては， 

・幼稚園と同様に 4 時間程度利用する 子ども 

・保育所と同様に 8 時間程度利用する 子ども 
イ 0 ～ 2 歳月 は ついては， 

・親子 登園 ，親子の交流の 場への参加等の 形態で利用する 子ども 
・保育所と同様に 8 時間程度利用する 子ども 

が 典型的には想定されるが ， もとより週に 数日程度の利用や 一時的な利用な 

どニーズに応じた 多様な利用も 考えられる。 また， 
ウ 親については ， 

・親子 登園 ，親子の交流の 場への参加等の 形態で利用する 親 

・子育て家庭への 相談や助言等の 支援を利用する 親 

が想定される。 

0  利用時間についてほ ，適切な教育・ 保育の内容を 提供する観点を 踏まえっ 
っ， 個々の子どもや 親のニーズに 応じて利用できるよさにすることが 適当で 
あ る。 具体的には，保護者の 就労の有無・ 形態等にかかわりなく ，すべての 
子どもの育ちを 支える共通の 教育・保育時間に 加え，必要に 応じ，一定時間 
の 保育などを利用できる よう にすることが 適当であ る。 この場合，例えば ， 

短時間の利用や ，延長利用などニーズに 応じた多様な 利用形態を可能とする 

ことが考えられる。 
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精神的な負担が 比較的重い子どもの 双方を典型的な 利用者とすることも 踏ま 
えた検討を行 う ことが適当であ る。 

また， 0 ～ 2 歳月 は ついては， 3 ～ 5 歳児とは異なり ，保育所と同様に 8 

時間程度利用する 子どもが典型的な 利用者と考えられることを 踏まえた検討 
な 行 う ことが適当であ る。 

0  また， このように総合施設は ，幼稚園と同様に 4 時間程度利用する 子ども 

のみならず，保育所と 同様に 8 時間程度利用する 子どもの利用も 想定される。 
このため，施設において 食事を提供する 場合について ，各施設が受け 入れて 
い る子どもの年齢構成や 地域の実情に 応じた適切な 対応が可能となるような 

弾力的な仕組みを 検討することが 必要であ る。 
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8  設置主体・管理運営 

0  総合施設の設置主体や 管理運営方式については ，安定性・継続性，質の 確 

保の仕組みを 整えた上で ， 可能な限り弾力的なものとなるよ う 配慮すること 
が 適当であ る。 

0  また，教育・ 保育活動，運営状況等について ，子どもの視点を 踏まえなが 
ら，定期的な 自己点検・評価や 第三者評価などを 行 う とともに，その 結果の 
公表など必要な 情報提供を行 う ことなどが重要であ る。 

0  さらに，総合施設と 保護者や地域住民が 相互に協力し 合い，地域に 開かれ 
た 総合施設としていくことが 重要であ り，保護者や 地域住民の声が 総合施設 
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の 運営にも反映されるようにするとともに ，保護者や地域住民に 対してもボ 

ランティア等として 総合施設の運営への 積極的な参画を 働き掛けていくこと 

が 望まれる。 

9  利用料・保育 料 

0  幼稚園及び保育所については ，幼稚園の利用料が 設置者ごと，すなむち 公 
立の場合には 市町村ごと，私立の 場合には幼稚園ごとの 設定となっているの 

に 対し，保育所の 保育 料は ，公立・私立を 問わず市町村ごとに 設定すること 

となっている。 まか，幼稚園と 保育所，公立幼稚園と 私立幼稚園とで 利用者負 

担の水準にも 相当の相違があ るなど，利用者負担の 在り方が異なっている。 

0  総合施設の利用者負担については ，こうした両者の 相違を踏まえっ っ ，施 
設サービスを 利用している 家庭と利用していない 家庭との負担の 公平，利用 

した サービスに応じた 負担，子育て 家庭の負担能力に 応じた負担，地域にお 
ける類似施設との 負担の均衡等に 配慮したものとすることが 適当であ る。 ま 

-ru'-'-'@ 
た ，総合施設の 利用料の仮足 は ついては，その 利用形態 ( 直接契約 ) を踏ま 
え ，各総合施設で 行 う ことが適当であ る。 

10 財政措置等 

0  総合施設の財源についてほ ，利用者からの 利用料だけでなく ，子育てを支 

えていく次世代育成支援の 理念に基づき ，社会全体が 負担する仕組みとして 
いくことが必要であ る。 

0  現在の幼稚園及び 保育所の費用負担の 仕組みは，利用者負担のほか ，公立 
の 施設であ る場合にはいずれも 地方自治体の 一般財源で賄 う ことを基本とし 
ているのに対し 私立の幼稚園の 場合には，その 経常的経費の 一部 は ついて 

国庫に よ る補助が，私立の 保育所の場合には ，その運営に 要する費用の 一部 

ほ ついて国庫による 費用負担が行われるなど 費用負担の仕組みが 異なって い 

るが，今後，総合施設の 意義・理念に 照らして，新たな 枠組みにふさわしい 
費用負担の仕組みを 検討していくことが 必要であ る。 

11 地方公共団体における 設置等の認可・ 監督等の体制 

0  幼稚園及び保育所については ，国においても 所管する省庁が 異なるが， 地 

方 公共団体においても ，幼稚園と保育所で ，また幼稚園の 中でも公立と 私立 
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で， 設置等の認可や 監督，管理運営等に 関して，担当する 部署が異なって い 

る 。 

0  総合施設の設置等の 認可や監督，管理運営等の 体制については ，事務の簡 

素化・効率化が 図られるなど ，行政の縦割りによる 弊害が是正され ，地域の 
実情に応じた 柔軟な対応が 可能となる よう にすべきであ る。 

0  このため，就学双の 教育・保育を 行 う 総合施設については ，教育委員会と 
福祉担当部署との 適切な連携に 配慮しっ っ ，地方公共団体の 実情に応じて ， 
設置等の認可や 監督・管理運営等を 行 う 部署を決定することができる よう に 

することが適当であ る。 なお，子どもの 育ちを一貫して ，また，関係機関が 
連携して支える 視点から，小学校を 所管する教育委員会や 保健・福祉関係 機 
関を所管する 部署と幼稚園，保育所，総合施設との 連携が図られるよさに す 

ることが必要であ る。 

12 幼稚園及び保育所との 関係等 
0  総合施設は，多様化する 幼児教育・保育のニーズに 対し例えば少子化が 
急速に進行している 過疎地域など ，地域によっては 幼稚園や保育所といった 
既存の制度の 枠組みだけでは 必ずしも柔軟な 対応が困難な 場合があ ることを 

踏まえ， こうしたニーズに 適切かっ柔軟に 対応することが 可能な新たな サ一 

ビス提供の枠組みを 示そうとするものであ る。 したがって，地域の 幼児教育 
・保育のニーズに 対して，既存の 幼稚園や保育所の 機能の拡充，組合せ・ 連 

携の強化等により 対応するのか ， あ るいはこうした 対応を基盤としっ っ，更 
に 新たな枠組みであ る総合施設を 組み合わせて 対応していくかは ，地域の実 
情に応じて判断されるべきものであ る。 

0  また，地域においては ，幼稚園や保育所のほか ，多様な主体による 子育て 

支援事業が提供されていることから ，総合施設においては ， これらの事業と 
適切に連携することが 重要であ る。 

0  このように，総合施設の 制度化は，既存の 幼稚園や保育所及び 各種の子有 
て 支援事業の意義・ 役割を大切にしながら ， これらの既存の 施設・事業と 新 

たな枠組みであ る総合施設がそれぞれ 相まって，乳幼児期の 子どもの健やか 
な 成長を支える 役割を担 う ことを意図するものであ るが，子どもの 健やかな 
育成をより一層推進する 観点から，既存施設・ 事業の在り方についても ， そ 

の 改善に向けて 必要に応じ適切な 検討が加えられるべきであ る。 
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